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1 ．はじめに

宇宙空間への人員・貨物輸送において，再利
用型の輸送システムとして開発されたスペース
シャトルの運用は，1981年 4 月にコロンビア号
の打上げから開始され，多くのミッションを経
た後，2011年 7 月のアトランティス号を最後に
幕を閉じた。そして，今日に至るまで，有人で
地上と低軌道・人工衛星軌道を繰り返し往還す
る技術システムが開発されなかったこともあ
り，「再利用型の宇宙輸送機とは，スペース
シャトルみたいなもの」というイメージが，広
く社会に浸透した。

その一方，2000年代初頭より，宇宙観光を主
目的とするサブオービタル飛行や，一見，使い
捨て型ロケットのような形状でありながら，そ
の一部を再利用する輸送システムなど，スペー
スシャトルとは異なる設計・発想にもとづい
て，再利用型の宇宙輸送機の開発が民間主導で
具体化されてきた。

そういった多様な輸送方法についての議論に
おいて，興味をひく論点の一つは，やはり，コ
ストに関連する話題である。

これまで，とくに再利用型の宇宙輸送機につ
いて，「再利用型の宇宙輸送機自体は高価であ

るが，繰り返し何度も利用できるため，使い捨
て型の宇宙輸送機より，打上げコストは低い値
になる」という内容が繰り返し述べられてき
た。しかし，それは，スペースシャトルについ
ては成立しなかったことも，多くの論者が指摘
しているところである。

したがって，今日，多様に展開しつつある宇
宙ビジネスに関連する輸送コストについて，そ
の議論の論点を整理し，具体的に考察していく
ためにも，本稿では，まずは初発的なアプロー
チとして，朝倉（2017）の作業経験をもとに，

「スペースシャトル的なイメージの輸送システ
ム」にもとづく輸送コストモデルを再吟味し，
とくに打上げコストの低下を阻害する要因のう
ち， 2 つの要因に絞って概観してみたい。

なお，再利用型宇宙輸送機の輸送コストのモ
デル計算は，高頻度で繰り返し打上げられる将
来型の輸送ビジネスを想定していることに留意
されたい。

2 ．平均コストの逓増要因：
　　　「修理・改修コスト」

再利用型の宇宙輸送機のコストモデルの特徴
は，「回収コスト（Recovery Cost）」と「修理・
改修コスト（Refurbishment Cost）」を含むこ
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とである。
「回収コスト」は，輸送機が地上に戻ってき

た後，発射場まで輸送されるコスト，再利用す
るパーツを回収するコスト，それらのパーツを
修理，改修，交換，および検査・再検査等のプ
ロセスに送るコスト，そして，そのプロセスを
終えて所定の場所まで戻されるコストなどを含
んでいる。それは例えば，悪天候のため，ス
ペースシャトル（オービター）がカルフォルニ
アのエドワード空軍基地に帰還した場合，シャ
トル輸送機によって，フロリダのケネディー宇
宙センターまで輸送されるコストや，スペース
シャトルの打ち上げ時に使用する固体ロケット
ブースター（Solid Rocket Booster；SRB）を
海上から回収するコストである。

また，「修理・改修コスト」は，帰還した輸
送機やパーツ等について，修理，改修，交換・
取替え，および検査・再検査に関連するコスト
である。例えば，スペースシャトル（オービ
ター）の熱防護システム（Thermal Protection 
System；TPS）やメインエンジン（Space Shuttle 
Main Engine；SSME）の検査・修理等のコス
トである。また，回収されたSRBの洗浄，修
理および検査等を行うコストや，SRBが水没
した時は，その取替えコストも含んでいる。
ちなみに，KoelleのTRANSCOST 1 ）において
は，将来型の再利用型輸送機の修理・改修コ
ストの 8 割前後は取替え部品のコストであり，
残りは検査や取替えのための人員コストである
ことが述べられている 2 ）。

1 ）TRANSCOSTは，バージョン7.2を参照した（Koelle 
(2007)）。

2 ）スペースシャトルについて，使い捨てされる外部
燃料タンク（External Tank；ET）については，
TRANSCOSTでは，「回収コスト」と「修理・改
修コスト」を含む「オペレーションコスト」の枠
組みには含めず，機体コストの枠組みに含めてい
る。そして， 1 年間に 6 回打ち上げる頻度をベー
スにして，SRB（ 2 本，スペアを含めた「修理・
改修コスト）の 8 割程度と見積もっている。ちな
みに，TRANSCOST においても，外部燃料タンク
の略称はETであるが，Expendable Tankの略とし

「修理・改修コスト」は，Wertz（2000）も
TRANSCOSTも最初の 1 機を製造する機体コ
ストの 2 ％程度と設定し，さらに，その金額そ
のものに対しては，機体の往復回数が増えるご
とに，学習効果が100％を超える値として設定
さている。つまり，学習効果モデルの特性とし
て，打ち上げ回数あたりの費用（平均費用）が
逓増しており，それが，再利用型の大きな特徴
点となっている。

ここで，「修理・改修コスト」は最初の 1 機
を製造するコストの割合：γとし，学習効果を
S %とすると，何回の打ち上げで，最初の 1 機
と同じ金額に到達するのかを，朝倉（2017）を
もとに単純計算してみる。そこで， n 回目まで
の累積「修理・改修コスト」を
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= × 1
, +1   ・・・（2） 

 ただし， ：学習効果(%) :学習効果パラメータ，    
 , ： 回打上げた時の累積「修理・改修コスト」 
：再利用型輸送機の最初の１機(TFU)のコストにたいする修理・回収コストの比率 

, :再利用型輸送機の最初の１機(TFU)のコスト, 
 
ここで，式（1）において，学習効果を，例えば， = 110%とし，式(2)ににおいて， = 0.02とし，
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γ： 再利用型輸送機の最初の１機（TFU）
のコストにたいする修理・回収コストの
割合，
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取替え，および検査・再検査に関連するコストである。例えば，スペースシャトル（オー

ビター）の熱防護システム（Thermal Protection System； TPS）やメインエンジン（Space 
Shuttle Main Engine；SSME）の検査・修理等のコストである。また，回収された SRB
を洗浄，修理および検査等を行うコストや，SRB が水没した時は，その取替えコストも含

んでいる。ちなみに，Koelle の TRANSCOST1においては，種類・改修コストの 8 割前後

は取替え部品のコストであり，残りは検査や取替えのための人員コストであることが指摘

されている2。 
「修理・改修コスト」は，Werts（2000）も TRANSCOST も最初の 1 機を製造するコ

ストの 2％程度と設定し，さらに，その金額そのものに対しては，機体の往復回数が増える

ごとに，学習効果が 100％を超える値として設定さている。つまり，学習効果モデルの特性

として，打ち上げ回数あたりの費用（平均費用）が逓増しており，それが，再利用型の大

きな特徴点となっている。 
 ここで，「修理・改修コスト」は最初の 1 機を製造するコストの ％とし，学習効果を ％

とすると，何回の打ち上げで，最初の 1 機と同じ金額になるのかを，朝倉（2016）をもと

に単純計算してみる。そこで， 回目までの累積「修理・改修コスト」を とす

ると，つぎのように計測できる3。 

           =             ・・・（1） 

= × 1
, +1   ・・・（2） 

 ただし， ：学習効果(%) :学習効果パラメータ，    
 , ： 回打上げた時の累積「修理・改修コスト」 
：再利用型輸送機の最初の１機(TFU)のコストにたいする修理・回収コストの比率 

, :再利用型輸送機の最初の１機(TFU)のコスト, 
 
ここで，式（1）において，学習効果を，例えば， = 110%とし，式(2)ににおいて， = 0.02とし，

                                                  
1 TRANSCOST は，バージョン 7.2 を参照した（Koelle(2007)）。 
2 スペースシャトルについて，使い捨てされる外部燃料タンク（External Tank；ET）については，

TRANSCOST では，「回収コスト」と「修理・改修コスト」を含む「オペレーションコスト」の枠組みに

は含めず，機体コストの枠組みに含めている。そして，1 年間に 6 回打ち上げる頻度をベースにして，SRB
（2 本，スペアを含めた「修理・改修コスト）の 8 割程度と見積もっている。ちなみに，TRANSCOST に
おいても，外部燃料タンクの略称は ET であるが，Expendable Tank の略として ET と表記している。一

方，NASA（1991）では，SRB よりも高いコストとして掲載されており，コストのカバリッジや数値情報

について比較するためには，もう少し精査が必要であろう。 
3 朝倉（2016）の式（3.1.1.1）から（3.1.1.5）を援用した。なお，今回はシンプルな計算として，割引現

在価値等は考慮していない。 

： 再利用型輸送機の最初の 1 機
　　　　　（TFU）のコスト

ここで，式⑴において，学習効果を，例えば，

てETと表記している。なお，ETとSRBのコストの
関係は，文献によっても異なるようであり，コス
トのカバリッジや数値情報については，さらなる
確認が必要である。

3 ）朝倉（2017）の式（3.1.1.1）から（3.1.1.5）を援用
した。なお，今回はシンプルな計算として，割引
現在価値等は考慮していない。
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S＝110％とし 4 ），式⑵において，γ＝0.02と
し，⑵の左辺を

3 
 

（2）の左辺を 
= 1

, ・・・（3） 
 
として計算すると4，約 30 回の飛行で，最初の 1 機に相当する「修理・改修コスト」が累

積されていく5。それは，ごくごく単純なモデル計算値ではあるものの，学習効果モデルの

基本的な性格を考えるならば，再利用型輸送機の打上げ回数が増え，一見，一回あたりの

打上げコストは下がっていくようにも見えるが，その一方で，1 回あたりの「修理・改修コ

スト」が増大していくことも意味している。 
 
3.下方硬直的な要因：固定パラメータとしての宇宙保険 

 再利用型宇宙輸送機の輸送コストモデルにおいて，打上げ時に輸送機に付保される保険

は，打上げコストに大きな影響を与える。そこで，はじめに，宇宙活動に関連する保険と

して，「宇宙保険」全般について概観し，つぎに，輸送コストモデルとの関連性を考察する。 
 
3.1 宇宙保険の概観6 

宇宙保険の契約内容は,個別的な性格が強く，もちろん内容を個別に確認することも出来

ないため，一般的な内容として，宇宙保険を概観しておこう。その後，宇宙保険が開始さ

れた時期について，簡単に振り返ってみる。 
 今日の宇宙保険は，衛星や宇宙輸送機（ロケット）を対象とした保険として，「打上げ前

保険（Pre-launch Insurance）」，「打上げ保険（launch Insurance）」，「寿命保険/軌道保険

（Life / In-Orbit Insurance）」があり，さらに，「第三者賠償責任保険（Third Party Liability 
Insurance）」に区分され，議論されることが多い。「打上げ前保険」は，宇宙輸送機の点火

（intentional ignition）までの保険であり，衛星等の製造，輸送，そして射場への搬入・設

置までを広く含むこともあるが，宇宙保険としての特徴は，やはり，射場から点火までの

保険期間にあるといえる7。また，「打上げ保険」は，点火後，衛星がある一定の目標軌道・

目標時点までをカバーする保険であり，衛星の初期機能検査が終了するまでを保険期間と

する場合が多いようだ。そして，「寿命保険/軌道保険（Life / In-Orbit Insurance）」は，衛

                                                  
4 学習効果については，Wertz(2000)において，Low Cost Reusable と Modest Cost Reusable の中間の学

習効果の値である。 
5 スペースシャトルを TRANSCOST の未来型の再利用型輸送機の想定と比較すると，最初の 1 機を製造

するコストに対する「修理・改修コスト」の ％の値が高いことも影響している。 
6 宇宙保険の全体像については，宇宙保険を取り扱う企業の HP（Munich RE など），石井（1986），今井

（1984a,b），川本（2015a,b），北野（1995），小塚・佐藤（2018），下世古（1995），人工衛星打上げ等に

係る損害てん補等検討会（1986），生命保険経営学会（1970），田中（1999），中澤（2008），保険研究所

（1981b，1992），的川（2011a,b），李（2001）などを参照した。 
7 2016 年９月，SpaceX の Falcon 9 が打ち上げ準備中に爆発した事故において，それが打上げ前の事故で

あることから，「打上げ前保険」が付保されていたか否かが話題となった（例えば，Space News 
(2016.10.06.)）。 

　　　　　… ⑶

として n について解くと，50回ではなく，約
30回の飛行で，最初の 1 機に相当する「修理・
改修コスト」が累積されていくことがわか
る 5 ）。それは，単純なモデル計算値ではあるも
のの，学習効果モデルの基本的な性格を考える
ならば，再利用型輸送機の打上げ回数が増え，
一見，一回あたりのトータルの打上げコストは
下がっていくようにも見えるが，その一方で，
1 回あたりの平均的な「修理・改修コスト」が
増大していくことも意味している。

3 ．平均コストの下方硬直的な要因：
　「宇宙保険」

再利用型宇宙輸送機の輸送コストモデルにお
いて，打上げ時の輸送機に対する保険料は，打
上げコストに大きな影響を与える。そこで，は
じめに，宇宙活動に関連する保険として，「宇
宙保険」全般について概観し，つぎに，輸送コ
ストモデルとの関連性を考察する。

3 . 1 　宇宙保険の概観 6 ）

宇宙保険の契約内容は,個別的な性格が強
く，衛星と宇宙輸送機を明確に区分して確認す

4 ） 学 習 効 果 の 値 は，Wertz (2000)に お い て，Low 
Cost ReusableとModest Cost Reusableの値とした。

5 ）スペースシャトルをTRANSCOSTの将来型の再利
用型宇宙輸送機と比較すると，最初の 1 機を製造
するコストに対する「修理・改修コスト」の割合：
γが高いことも影響している。

6 ）宇宙保険の全体像については，宇宙保険を取り
扱 う 企 業 のHP（Munich REやMillerな ど ）， 石 井

（1986）， 今 井（1984a, b）， 川 本（2015a, b）， 北
野（1995），小塚・佐藤（2018），下世古（1995），
人工衛星打上げ等に係る損害てん補等検討会

（1986），生命保険経営学会（1970），田中（1999），
中澤（2008），保険研究所（1981b，1992），的川

（2011a, b），李（2001）などを参照した。

ることも難しいため，一般的な内容として，宇
宙保険を概観しておこう。その後，宇宙保険が
開始された時期について，簡単に振り返ってみ
る。

今日の宇宙保険は，衛星や宇宙輸送機を対象
とした保険として，「打上げ前保険（Pre-launch 
Insurance）」，「打上げ保険（launch Insurance）」，

「寿命保険/軌道保険（Life / In-Orbit Insurance）」
があり，さらに，「第三者賠償責任保険（Third 
Party Liability Insurance）」に区分され，議論
されることが多い。「打上げ前保険」は，宇宙
輸送機の点火（intentional ignition）までの保
険であり，衛星等の製造，輸送，そして射場へ
の搬入・設置までを広く含むが，宇宙保険とし
ての特徴は，やはり，射場への搬入・設置から
点火までの保険期間にあるといえる 7 ）。また，

「打上げ保険」は，点火後，衛星がある一定の
目標軌道・目標時点に到達するまでをカバーす
る保険であり，衛星の初期機能検査が終了する
までを保険期間とする場合が多いようだ。そし
て，「 寿 命 保 険/軌 道 保 険（Life / In-Orbit 
Insurance）」は，衛星が定常的な運転に入った
後の保険である。なお，衛星の打上げにおいて
は， 打 上 げ の み（Launch Vehicle Flight 
Only；LVFO）の保険は一般的ではなく，打上
げから一定期間（例えば 1 年後）までを保険で
カバーする契約が多いとされる。最後に「第三
者賠償責任保険」は，衛星や宇宙輸送機が準備
段階も含めて地上や宇宙空間で与える損害を対
象としており，宇宙活動から生じる損害に関す
る国内外の法律や国際条約との関連で議論され
ることとなる。

ここで，宇宙保険が開始された時期を振り
返ってみよう 8 ）。

最初の保険契約は，1965年に打上げられた

7 ）2016年 9 月，SpaceXのFalcon 9 が 打 上 げ 準 備 中
に爆発した事故において，それが打上げ前の事故
であることから，「打上げ前保険」が付保されて
いたか否かが話題となった（例えば，Space News 
(2016.10.06.)）。

8 ）主に，今井（1984a）を参照した。
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アーリーバード（インテルサット衛星 1 ）に対
し，打上げ前保険と第三者賠償責任保険が付保
されたケースとされ，その後，1968年以降に打
上げられた第三世代のインテルサット衛星シ
リーズに対し，打上げ保険と軌道保険が付保さ
れた 9 ）。ただし，このときには，一部の打上げ
失敗については衛星運用側が引き受けるという
免責条項が付いていたが，その後の打上げ状況
より，1970年半ばに免責事項は撤廃された10）。
もちろん，宇宙保険の保険料は高価であり，ま
た，引き受け側も慎重な審査が必要なことか
ら，その後の全ての衛星等が付保されている，
というわけではない。

なお，輸送機に打上げ保険を付保した最初の
事例は，新聞のみの情報ではあるが，1970年，
第 3 世代のインテルサットを打ち上げる際，デ
ルタロケットに対して付保された事例のようだ

（朝日新聞②）。ただし，一般的には自家保険な
どもあり，明確には把握できなかった。

つぎに，わが国の宇宙保険の導入時期に目を
向けてみると11），まずは1975年の技術試験衛星
Ⅰ型「きく 1 号」に対する第三者賠償責任保険
にはじまり，1977年の静止気象衛星「ひまわり
1 号」から，打上げ前保険と打上げ保険が付保
されている。もちろん，それ以降全ての衛星に
打上げ関連の保険が付保されているというわけ
ではない12）。なお，日本における「最初の寿命

9 ）宇宙保険は1968年から開始された，とする記述も
見られるが，最初の時点について，本稿ではこだ
わらない。

10）保険研究所（1981a）が紹介する識者の講演にお
いて，「最初のディダクティブルのない保険」と
して，その意義が確認されている。なお，今井

（1984a）と保険研究所（1981a）で免責条項が撤廃
された年が異なるようにも見受けられるが，これ
以上立ち入らない。

11）主に，人工衛星打上げ等に係る損害てん補等検討
会（1986）を参照した。

12）日本において，宇宙保険との関連で話題となった
のは，1979年と1980年に打上げられた「あやめ 1
号」と「あやめ 2 号」が連続して打上げに失敗し
た際，あやめ 1 号には打上げ保険が付保され， 2
号には付保されていなかったことなどがある（例

保険/軌道保険」や輸送機に対する「最初の打
上げ保険」として明示される事例を把握するこ
とは出来なかったが，「ゆり 2 号ａ」と「ゆり
2 号ｂ」を巡る話題において「寿命保険/軌道
保険」が大きく取り上げられており，それにつ
いては，脚注12を参照されたい。

さて，本節を作成するにあたり，宇宙保険の
開始時期を調べてみたが，その際，宇宙飛行士
の生命保険も宇宙保険として取り上げている
ケースも見られたため，最後に，それについて
も触れておく。なお，生命保険のうち，保険期
間が宇宙空間であることがわかる情報のみを取
り上げることとする。

まず，芥（1963）は，アメリカ人として最初
に地球周回軌道を飛行したグレンに対し，アメ
リカの保険会社を通して，ロイズが生命保険の
引き受けを打診されている新聞記事を紹介して
いる13）。また，生命保険経営学会（1970）は，
海外の保険会社のPR誌の内容紹介として，「宇
宙保険の誕生」というタイトルのもと，「最初
の宇宙保険」として，1969年に月面着陸するア
ポロ11号の 3 人の乗組員にたいして，離陸から
帰還後の隔離まで，生命保険が付保されたこと

えば，舘沢（1980）など）。その後，とりわけ「寿
命保険」との関係で話題となったのは，1984年と
1986年に世界初の本格的な放送衛星として期待さ
れ打上げられた「ゆり 2 号ａ」と「ゆり 2 号ｂ」
の事例であろう。「ゆり 2 号ａ」は，打上げには成
功したものの，「寿命保険」の交渉中，「空白の10
日間」に衛星に不具合が発生し，結果として，一
部の機能での運用となった。もちろん，打上げに
は成功していることから，打上げ保険料は支払っ
ていることになる。つぎの「ゆり 2 号ｂ」におい
ては，「打上げ保険」と「寿命保険」を付保して
打ち上げに臨んだが，再び不具合が生じ，「寿命
保険」の切り替えの交渉において，不具合箇所を
免責にすることを求められ，結果として，不具合
箇所に起因する事案については免責となった。そ
の後，衛星自体は衛星運用側に引き渡されたもの
の，それに至るまでに衛星運用側と打上げ側・製
造側との厳しい交渉が行われたことが伝えられて
いる。（朝日新聞③，日経新聞①，日経産業新聞
①，齋藤（1992）など）

13）元記事は，朝日新聞①である。
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を述べている。さらに，保険毎日新聞社（1983）
は，1975年のアポロ・ソユーズテスト計画にお
いて，ソユーズ19号とドッキングしたアポロ18
号の 3 人の乗組員に対し，宇宙空間において，
生命保険だけでなく傷害保険も付保されたこと
を紹介している14）。

3 . 2 　輸送コストと宇宙保険
宇宙空間への輸送コストのモデル計算におい

て，使い捨て型においても，再利用型において
も，機体コストに対して一定の保険料率を定
め，打上げごとに保険料の支払いが発生する。
ここでは，打上げサービスの供給側・需要側を
問わず，打上げ時の必要経費として，輸送機に
対する保険料をとらえておく。なお，打上げ
サービスの需要側に対し，供給側が打上げ失敗
時に再打上げや打上げ費用の返還を保障するこ
と（Launch Risk Guarantee：LRG）などもある
が15），ここでは立ち入らないこととする。

さて，再利用型の輸送コストにおいて，打上
げコストが下方硬直的な性格を示す要因は，打
上げ時に機体コストに掛けられる一定の保険料
率に起因する。それは，繰り返し利用可能，と
いう再利用型の利点と表裏一体であり，次のよ
うに説明できる。

⑴ 　再利用型輸送機は，繰り返し使用されるた
め，使い捨て型輸送機と比較して，製造され
る機体数は少なくてすむが，結果として，製
造プロセスにおける学習効果が作動せず， 1
機あたりのコストは高いままである。

14）スコット・ジュレック（2014翻訳）は，アポロ計
画の宇宙飛行士が生命保険に加入しており，1967
年のアポロ 1 号の火災事故によって死亡した宇宙
飛行士に対して，保険金が支払われたことを紹介
しているが，この生命保険契約の保険期間や保険
対象が宇宙飛行士の宇宙空間での活動を含んでい
たかは，把握できなかった。ちなみに，この生命
保険契約は，賛否両論を引き起こしたライフ誌に
よる宇宙飛行士の独占取材契約とワンセットであ
ることも記されている。

15）田中（1999）やMeredith et.al.（2009）を参照した。

⑵ 　もちろん， 1 回あたりの打上げコストにお
いて，機体コスト部分は，平均化された値が
使用される。しかし，保険は，平均化された
機体に掛けられるのではなく，繰り返し打ち
上げられる機体そのものに掛けられる。

⑶ 　したがって，機体が高価か，あるいは，保
険料率が高い場合，打上げのたびごとに，高
額の保険料支払いが発生し，打上げコストの
低下を阻む「壁」となる。

⑴から⑶の観点にもとづいて，Wertz（2000）
の機体コストに対する打上げ保険料率を眺めて
みると，使い捨て型については，15％と 8 ％で
モデル計算される一方，再利用型については，
1.5％と0.3％でモデル計算されている。それ
は，再利用型輸送機は，そもそも繰り返し再利
用可能だからこそ「再利用型」であり，高い打
上げ成功率を前提として，低い保険料率が設定
されているともいえる。しかしそれは，再利用
型輸送機は高価であり，打上げが繰り返し成功
することを前提とした低い保険料率を設定しな
いのならば，打上げごとに高い保険料が繰り返
し発生し，打上げコストの優位性が薄れてしま
うことも意味している。また，高い打上げ成功
率が担保されるのならば，保険料率は低下する
ことが見込まれるが，歴史的に，宇宙保険の
マーケットは他社の打上げ失敗に大きく影響さ
れてきたことも事実であり，結果として，保険
料率が高止まりする可能性についても考慮が必
要だろう。

ただし，機体コスト＝保険価額＝保険金額と
することは，打上げ失敗＝全損をイメージして
モデル計算することにつながるが，再利用型の
場合，不具合が発生した時，そのまま発射場に
戻る，という選択肢や，不具合があったとして
も宇宙空間への飛行は問題ない，ということを
想定しても良いケースはあるだろう16）。その場
合，保険金額や保険料率を操作したりしなが
ら，打上げコストをシミュレートすることも，

16）例えば，Greenberg (2003)，稲谷（2005）など。
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興味深い論点となろう。

小括

本稿は，再利用型の宇宙輸送機のコスト特性
において，打上げコストの低下を阻む要因とし
て，修理・改修コストと保険コストについて触
れ，「再利用型なので打上げコストは安い」と
は断言出来ない側面について概観した。

再利用型の輸送システムを議論する際，どう
しても「スペースシャトル的なイメージの輸送
システム」を念頭においてしまうことから，本
稿でも，まずは，そのイメージを大切にしなが
ら，論点を確認してきた。それにもとづいて，
今日の民間主導の再利用型輸送システムとし
て，スペースＸのファルコン 9 の第 1 段の再利
用方法をみると，スペースシャトルのように大
気圏突入から生じる摩擦部分を極力少なくする
ことで，「修理・改修コスト」を抑え，さらに
は再利用される部分を「飛行証明済（Flight-
proven）」として示すことで，保険料率を下げ
るかのようなシステムである。

そう考えると，「スペースシャトル的なイ
メージの輸送システム」は，今後は不要のよう
にも感じるが，今回，宇宙保険の内容を概観す
ることで，その意義を確認できるような出来事
もあった。それは，本文中には触れなかった
が，1984年，スペースシャトルから発射された
衛星が軌道に乗らなかったことにより，保険者
から被保険者に保険金が支払われたが，その
後，今度は保険者が失敗した衛星の保有者とな
り，衛星を救出するためにNASAと契約し，ス
ペースシャトルで無事に回収後，地上で修理
し，再び売却した話題である17）。それは，「使
い捨て型宇宙輸送機が安いか，再利用型宇宙輸
送機が安いか」という議論において，それぞれ

17）スペースシャトルによる衛星の打上げと失敗，そ
の後の回収，修理，再打ち上げに至る経過は，そ
の都度，新聞・雑誌等で紹介されているが，保険
との関係で明示的に述べている文献として，木村

（1985）を参照した。

のシステムの利用目的，技術的可能性，そして
効用・効果なども考慮に入れて，検討する大切
さを改めて教えてくれる。

最後になるが，本稿の執筆のための調査を通
して，宇宙保険のマーケットは，保険者と被保
険者の間に，巨額の保険料と保険金がやり取り
される振幅の大きなマーケットであることを再
確認した。そこには，プールや再保険の仕組み
はあるものの，打上げ等に失敗した場合は，保
険者も被保険者も大きなダメージを蒙ることに
なる。今後，アメリカの「2015年宇宙資源探査
利用法」を意識した個人や民間企業による宇宙
ビジネスが大きく展開する時代が来るとするな
らば，わが国においても，「個人・民間企業で
あること」を担保しつつ，起業家精神を陰で支
える保険制度などについても，考察していく大
切さを改めて感じた。
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